
宮崎中部農業水利事業所交渉 
(全農林労働組合宮崎ひむか分会) 

 
議  事  要  旨 

 
１．開催日時：令和６年１２月１８日(水)１７：３０～１７：４５ (１５分) 
２．場  所：宮崎中部農業水利事業所会議室 
３．出 席 者：宮崎中部農業水利事業所 西尾 徹    所長 

同        馬場 正明   庶務課長 
       宮崎ひむか分会     今村 大志   副委員長 

                 
４．議題：超過勤務の縮減について 外 
  （全農林宮崎ひむか分会提出 別添「要求書」） 
 
庶務課長： 只今から、宮崎ひむか分会からの要求に基づく交渉を開始します。 
      本交渉に先立ち、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づき行っ

た予備交渉の中で、整理した要求事項を交渉対象とします。 
それ以外の事項については交渉対象とせず、要望事項として承るこ

ととしましたので、御了知願います。 
それでは、所長から回答をいたします。 

 
 
所  長： 要求書につきまして、順に回答いたします。 

まず、１の超過勤務縮減についてです。超過勤務縮減は、従来から

重要な課題であると認識しており、不要不急の超過勤務は行わないこ

ととし、超過勤務を命ずる場合には、超過勤務内容の精査を行い事前

命令してきたところです。 
当事業所では、毎月、管理職員による定例会議後に開催する「超過

勤務縮減対策委員会」において、超過勤務の実績報告と対策の検討を

行うとともに、定時退庁日（水・金曜日）の徹底、定時退庁の呼びか

け、更には、各課内会議においても効率的な業務運営のため業務を見

直すなど、超過勤務の縮減に努めてきたところです。 
   また、業務効率化については所全体の業務目標に掲げ、意見を取り

まとめて共有するといったことにも取り組んでいるところです。 
今後とも超過勤務の縮減に対する意識の向上を図り、業務能率向上

のため業務の改善・検討を行い、超過勤務縮減に取り組むとともに職

員の健康増進・ゆとりある生活の実現を図ってまいります。 
 
      ２につきましては、１の対応方針と重なる部分もありますが、不要

不急の超過勤務命令は行わないこととしており、超過勤務の縮減対策



については、業務の年間スケジュールを作成し、業務が集中しないよ

うゆとりを持った業務計画を立てることとしています。定例会や課内

会議において、その進捗状況を確認しながら、効率的な業務運営に取

り組んでいるところです。 
今後も何でも言える環境を整えて、超勤縮減策につながる具体策を

全体で取り組んでまいります。 
 
      ３につきましては、平成３１年４月から人事院規則の改正により上

限時間の設定が行われたところですが、１、２の方針と同様に不要不

急の超過勤務命令は行わないということは定例会議等を通じて管理職

へは周知しているところです。 
      今後も超過勤務命令について誤った認識を持つことがないよう、管

理職の意識の更なる徹底を図ってまいります。 
 

  ４につきましては、令和６年４月１日から人事院規則の改正により

１日の終業時刻から次の日の始業時刻まで、11 時間のインターバルを

設けることが努力義務化されたところですが、これを受け、令和６年

３月 29 日付で庶務課長会議申合せ「新たな超過勤務縮減対策につい

て」が改正され、職員の 11 時間の勤務間インターバルの確保を努力

義務として規定したところであり、官房秘書課長名による事務連絡も

各勤務管理者向けに発出されたところです。このようなことから超過

勤務の必要性及び所要見込み時間を精査の上、勤務間インターバルの

確保が出来るよう職員に周知するとともに管理職員に対しての指導等

を図ってまいります。 

 
５のセクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、あらゆる

ハラスメントの問題については、風通しのよい職場環境をつくるうえ

で、非常に重要な課題だと考えています。 
当事業所においては、１２月のハラスメント防止週間に職場研修を

実施し、また、全職員に対してハラスメントに関するチェックシート

の実施やポスターの掲示など、セクシャルハラスメント、パワーハラ

スメント等の防止に努めたところです。 
      また、「九州農政局における苦情相談体制の整備について」に基づ

き個別相談員を設置し、日常的な苦情等の相談に応じ、助言、あるい

は指導等の措置を講じる体制を整えてきたところです。 
      引き続き、「セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等はし

ない、させない」よう取り組んでまいります。 
 

    ６の年次休暇や夏季休暇が取得しやすい職場環境をつくること、ま

た、諸休暇についても取得しやすい環境整備を図ることについては、



職員の健康管理、職務能率の向上などに有効なものと考えています。 
    年次休暇が計画的に取得されるよう、年間の休暇計画表を作成し、

各自入力のうえ、全体で共有しています。さらに、所内会議やメール

等により、目標の「月に１日の年休取得」を周知し、ゴールデンウィ

ークの時期や夏季休暇、年末年始においても休暇予定表を作成し、職

員が長期の休暇も取得しやすい環境づくりを図っているところです。 
      今後も年次休暇や諸休暇について、取得しやすい職場環境づくりに

努めてまいります。 
 
      ７につきましては、仕事と生活の調和の実現に向けて、誰もがやり

がいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育

て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持

てる健康で豊かな生活ができるよう支援することが重要と認識してい

ます。 
      「農林水産省女性活躍とワークライフバランス推進のための取組計

画」に基づき、男女問わず全ての職員に対し、仕事と家庭の両立に資

するために、育児・介護の状況を伝えておきたい職員には「両立支援

シート」等を提出していただくよう周知しているところです。 
      今後も業務の効率化や職場環境の改善等の取組みを行い、年次休暇、

育児休業及び育児のための短時間勤務が取得しやすい職場環境の整備

に努めてまいります。 
 
      ８につきまして、当事業所においては、現在、障害者を雇用してお

りませんが、雇用された場合は、障害の特性に応じて勤務できるよう

に機器を整備するほか、障害者の方が能力を発揮し活躍できる職場づ

くりに努めてまいります。 
 
      ９につきまして、明るく働きがいのある民主的な職場を確立するた

めには、管理者と職員とのコミュニケーションが大変重要であると考

え、これまで取り組んできたところです。 
      当事業所は、少人数であることもあり、十分なコミュニケーション

が図れていると考えています。 
      今後も情報を共有し、職員が持っている力を発揮できる明るく風通

しの良い職場づくりを進めるとともに、職員個人が課題を抱え込まず、

協力し合い、相談できる職場環境となるよう取り組んでまいります。 
 

Ⅱの福利厚生施策の充実についてですが、メンタルヘルス対策につ

いては、大変重要な課題と考えており、当事業所でも、省内統一の「農

林水産省職員の心の健康づくりのための指針」及び運用方針に基づき、

メンタルヘルス対策に取り組んできたところです。 



      今後も心の健康保持と病気の早期発見・早期治療を図るため、管理

職と連携を図りながらメンタルヘルス対策を図っていくこととし、現

在、メンタルに不安を抱える職員については、円滑に職場復帰ができ

るように、管理監督者、人事担当者及び厚生担当者が連携して対応し

ております。 

      また、10 月 21 日から 11 月 1 日までの間に、農林水産省職員健康安

全管理規程第32条の2の規定に基づくストレスチェックが実施された

ところです。 

      いずれにしましても、相談しやすい職場環境をつくるために、管理

職に対して、日頃から職員との話し合いの場を設ける等、風通しの良

い、コミュニケーションの十分とれる雰囲気づくりに努めるよう今後

とも指導してまいります。 

 
最後に、Ⅲの人事評価制度についてです。人事評価にあたっては、

評価結果が処遇に活用されることから、被評価者に対して、丁寧な説

明を心がけています。期首面談での目標設定、期末面談での個別の項

目・目標毎のコメントなど、被評価者に対し、具体的に分かりやすく

説明したうえで、指導・助言を行ってきたところです。 
      なお、日常業務の中で、評価者が被評価者から報告や相談を受けた

際に必要な指導・助言を丁寧に行い、また、日常のコミュニケーショ

ンについては、組織内の意識の共有化や円滑な業務運営を進めるうえ

で重要であり、更なる徹底を図ってまいります。 
      以上です。 
 
 
庶務課長： 要求事項について回答させていただきました。 

何かありましたら承ります。 
 
 
執行委員： 日頃から労使間の良好なコミュニケーションが、職員が心身ともに

健康で働きやすい職場環境づくりには必要です。 
各要求事項は、働きやすい職場環境づくりに非常に重要であること

から、要求事項の前進に向けご尽力願います。 
 
 
庶務課長： これで交渉を終了します。 
 
 

以上 






